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中華人民共和国最高人民法院民事判決（（２００９）民三終字第３号） 

「ラコステ商標訴訟」 

 

１．序 
 ２０１０年１２月２９日に、中華人民共和国最高人民法院で商標権侵害訴訟に関する判決（中華人民

共和国最高人民法院民事判決（（２００９）民三終字第３号）の言い渡しがあったので、その概要を以

下、紹介する。 
 
２．当事者及び経緯 
 上訴人は、フランス国籍の「ラコステ股份有限公司」（以下「ラコステ社」とする）であり、被上訴

人らは、シンガポール国籍の「クロコダイル・インターナショナルＰＴＥ ＬＴＤ」（以下「クロコダ

イル・インターナショナル社」とする）と「上海東方鰐魚服飾有限公司北京支社」（以下「上海東方鰐

魚公司」とする）である。 
 この「上海東方鰐魚公司」は、「クロコダイル・インターナショナル社」の北京における代理店で、

現在に至るまで、北京地区で「クロコダイル・インターナショナル社」の製品を販売している。 
 ラコステ社は、クロコダイル・インターナショナル社及び上海東方鰐魚公司が、ラコステ社の商標権

を侵害しているとして「中華人民共和国北京市高級人民法院」に、訴えを起こし、判決（（２０００）

高民初字第２９号判決）を得たが、この判決を不服として「中華人民共和国最高人民法院」に上訴した。 
 原審の調査によれば、上訴人の請求の趣旨は以下のとおりであった。 
「１）被告ら（被上訴人ら）は、同一又は類似商品における上訴人の登録商標と類似する商標の使用を

直ちに停止せよ、２）被告ら（被上訴人ら）は、経済的損失である３００万人民元を賠償せよ、３）被

告ら（被上訴人）らは、影響を除去せよ、４）訴訟費用は被告ら（被上訴人ら）の負担とする、 との

判決を求める。」 
 
３．上訴人の保有する商標権 
 上訴人（ラコステ社）は、中国において以下の商標権を有している。 
１）商標登録第１４１１０３号 
 商標「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、指定商品「第２５類衣服」、１９８０年１０月３０日 
２）商標登録第８７９２５８号 
 商標「鰐図形」、指定商品「第２５類ベルト」、１９９６年１０月７日 
３）商標登録第９４０２３１号 
 商標「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、指定商品「第１８類レザー、模造レザー及び鞄、財布等」、１９

９７年２月７日 
４）商標登録第１３１８５８９号 
 商標「鰐図形」、指定商品「第２５類衣類他」、１９９９年６月２８日 
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    商標「鰐図形」    商標「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」 

 
４．被上訴人の使用する商標等 
 被上訴人（クロコダイル・インターナショナル社及び上海東方鰐魚公司）は、北京で以下の商標を使

用した。 
１）被疑侵害製品１ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ及び鰐図形」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「Ｔシャ

ツ」、「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
２）被疑侵害製品２ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「白シャツ」、「ＣＡ

ＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
３）被疑侵害製品３ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ」が付された「黒革鞄」、「ＣＡＲＴＥＬＯ

及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
４）被疑侵害製品４ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「ジャケット」、「Ｃ

ＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
５）被疑侵害製品５ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「Ｔシャツ」、「ＣＡ

ＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
６）被疑侵害製品６ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「鰐図形単独」及び「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「ズボン」、「ＣＡＲ

ＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
７）被疑侵害製品７ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」が付された「ギフトボックス」（ネクタイ、財布、革ベルト等）、「ＣＡＲＴＥＬ

Ｏ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」、「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「ギフトボック

ス内のネクタイの裏側」、「ＣＡＲＴＥＬＯ」が付された「ギフトボックス内の財布正面及びベルトバッ

クルの正面」、「鰐図形単独」が付された「ギフトボックス内の財布」、「ギフトボックス内のネクタイ正

面」及び「ギフトボックス内の革ベルトの正面及び背面」 
８）被疑侵害製品８ 
 「ＣＡＲＴＥＬＯ」、「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図形」及び「鰐図形単独」が付された「女性用靴」、「ＣＡ

ＲＴＥＬＯ及び図形」が付された「包装及び包装タグ」 
 
５．最高人民法院の判断 
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１）争点１（本件に２００１年１０月２７日改正後の商標法を適用すべきか否か） 
 本件上訴人の一審における起訴時期が２０００年５月１１日であり、被上訴人の侵害行為発生時が１

９９５年であるので、本件は改正前の商標法を適用すべきである。 
２）争点２（被告標示一、二（被上訴人らの「鰐図形単独」の商標）と、ラコステ社の商標権（商標登

録第１４１１０３号「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、商標登録第８７９２５８号「鰐図形」、商標登録第

９４０２３１号「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、商標登録第１３１８５８９号「鰐図形」）は類似商標を

構成するか否か） 
①類似商標の判断基準 
ⅰ）「最高人民法院 商標民事紛争事件に関する法廷る適用の若干の問題の解説」第９条第２項は、「商

標法（２００１年１０月２７日改正の商標法を指す）第５２条第１項に規定する商標の類似とは、被疑

侵害商標と原告の登録商標とを比較した際に、その文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色、

或いは各要素の組み合わせ後の全体構造が類似、又はその立体形状、色の組み合わせが類似しており、

関連の公衆に、商品の出所について誤解させたり、その出所が原告の登録商標の商品と一定の連携を有

すると認識させるのが容易であることを意味するとしている。 
 該司法解釈の規定及び実際の審判とを参照すると、被告標示と原告が保護請求する登録商標とが改正

前の商標法第３８条第１項に規定する類似商標を構成するか否かは、通常、問題となる標示の文字の字

形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性に基づいて判断し、更に、混同を引き起

こすか否かを重要な判断要素とする。 
ⅱ）従って、商標権侵害の意味における類似とは、混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こす

に足る類似を意味するべきである。様々な事件において争われる標示は状況の複雑性に関係するため、

商標の類似判断は、通常その構成要素の類似の程度を考慮すべきである以外に、事件の具体的状況に基

づいて関連する要素を総合的に考慮し、それに基づいて争われる商標が混同性類似を構成するか否かを

認定してもよい。 
ⅲ）争われる商標が構成において類似性を有しているとしても、関連する要素を総合的に考量して、市

場における混同を引き起こすに足ると認定できない場合には、商標権侵害の意味における類似商標とは

みなさない。 
②類似基準の本件への適用 
ⅰ）標示の文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性について 
 ラコステ社の登録商標は、鰐の頭は右を向いており、口は大きく開いていて、身体と尾部いっぱいに

鱗又は横向きの縞模様があり、鰐の図形の下側には顕著に「ＬＡＣＯＳＴＥ」の文字が表示されている

ものもある。 
 被告標示２における鰐の図形全体の色は黄緑色又は黄色であり、口をあけて赤色がのぞいており、身

体の上に斜めに並んだ縞模様がある。 
 被告標示一、二とラコステ社の一連の登録商標とを比べると、いずれも鰐の図形であり、一定の類似

性を有するが、被告標示１、２における鰐の頭の方向、体型、鱗、色は、いずれもラコステ社が権利を

主張する鰐の図形と異なる。 
ⅱ）混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こすに足る類似について 
ａ）両者間における今までの経緯を考慮すべき 
 本件における両者の商標は、関連市場において特殊な形成の歴史及び発展の経緯があり、特殊な使用
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及び共存状況があり、これらの商標が商標権侵害の意味における類似商標を構成するか否かの認定は、

それぞれの形成及び発展の歴史と切り離すことはできず、相互間の共存の過程及び使用状態を無視する

こともできない。 
 そうでなければ、公平且つ合理的な裁判を行うことができない。従って、本件で争われている商標の

具体的な状況について言えば、類似判断を行う際に標示そのものの類似性を対比するだけでは不十分で

あり、クロコダイル・インターナショナル社の主観的意図、双方の共存及び使用の歴史と現状等の要素

を総合的に考慮し、関連市場の現状と組み合わせて、公平且つ合理的な判断を行わなければならない。 
ｂ）クロコダイル・インターナショナル社らの今までの経緯と使用態様等 
 まず、クロコダイル・インターナショナル社の前身は陳賢進が１９４３年にシンガポールで創設した

利生民社であり、同社は、１９４９年にシンガポールにて「ｃｒｏｃｏｄｉｌｅ及び鰐図形」及び「鰐

図形単独」商標を出願し、１９５１年に登録を受けた。 
 利生民社の製品は、１９５３年に香港に輸入され、主に東南アジア地区で販売された。ラコステ社が

前世紀６０年代にアジア市場に進出開始した事実等を考慮すると、当時の利生民社がラコステ社が登録

出願した関連商標をコピー模倣して「ｃｒｏｃｏｄｉｌｅ及び鰐図形」商標を登録出願したと認定する

には足らない。 
 中国市場に進出後、クロコダイル・インターナショナル社は継続して、同社がアジアの関連する国で

すでに登録している商標と対応する鰐に関する標示を使用した。 
 更に、クロコダイル・インターナショナル社は、被疑侵害製品１～８の外包装及び商品タグ等におい

て、いずれも「ＣＡＲＴＥＬＯ及び図」の商標を使用しており、被告標示のこのような使用の環境及び

状態は、双方の関連製品を明確に区別するに足るものである。 
 上記の事実から十分明らかであるように、クロコダイル・インターナショナル社の中国市場進出後の

関連商標の使用で、実際の使用においても、争われている標示をことさら区別しようとしている。従っ

て、クロコダイル・インターナショナル社の行為は故意にブランド奢侈品に見せかけた模倣行為とは異

なり、主観においてラコステ社のブランド信用力を利用して消費者に混同誤認を引き起こそうとする故

意はない。 
ｃ）国際市場における両者の経緯 
 関連する国際市場からみて、双方の争われている標示は、アジアの一部の国家及び地域において、既

に長期にわたって共存及び使用される国際市場構造を形成している。 
 クロコダイル・インターナショナル社の前身である利生民社は、１９５１年１２月１３日に２５類商

品についてシンガポールに関連する鰐の図形商標を登録した。同年１０月２６日、利生民社は２５類商

品について香港で関連する鰐の図形商標を登録し、１９５３年に香港市場に進出した。 
 １９５９年４月２７日、利生民社は日本で関連する「鰐図形」商標を登録した。１９６９年、クロコ

ダイル・インターナショナル社は、日本の大阪地方裁判所において、「鰐図形」の商標権を侵害してい

るとしてラコステ社を訴え、その後、両者は日本の高等裁判所において和解に達し、１９８３年に和解

契約を締結した。該和解契約は両者の関連する標示は関連する国家及び地区において共存しており混同

を起こさないことを確認した。 
 クロコダイル・インターナショナル社の被告標示１、２は、本件訴訟前において、関連する国家及び

地区において長年にわたり登録されており、ラコステ社との間で、被告標示１、２を含む標示とラコス

テ社の鰐の図形文字の一連の標示とは共存して混同を起こさないという１９８３年の契約を締結して
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おり、且つ、該契約に明確に列挙されていない韓国、パキスタン等の国家において、ラコステ社は、被

告標示の両国における関連する類の登録に同意する旨の同意書を発した。 
 よって、当裁判所は、双方当事者の関連する共通認識によるか、関連する国際市場の現状によるかに

関わらず、双方の争われている標示はアジアの一部の国家及び地域において、市場の混同を起こさずに

共存できており、このことは、争われている商標の構成要素における類似性は、必ずしも混同性の類似

を形成するものではなく、共存できないという結果をもたらすものではないと認識する。 
ｄ）中国市場における両者の状況 
 争われている標示の中国市場における共存及び使用の状況からみると、両者は、中国市場においてそ

れぞれ関連する公衆を有しており、市場において、いずれも既に客観的な区別を形成しており、既に区

別可能な標示をなっている。 
 ラコステ社の製品は１９８４年から正式に中国に進出したが、その数量には限りがあった。両社は、

いずれも１９９４年から中国において専売コーナー又は専売店の開設を開始した。本件の既に明らかに

された事実によれば、ラコステ社の鰐の商標は、当時、中国において決して高い知名度は有しておらず、

一方、クロコダイル・インターナショナル社は中国市場に進出した後、経営規模を急速に拡大し、１９

９５年に上海、武漢、広州、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、雲南、福建等の地に８５の専売店又は専

売コーナーを開設しただけではなく、１９９６年には遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等の地に 89 の専

売店又は専売コーナーを開設し、知名度と影響力を急速に高めて、相対的に固定された消費者群をつか

んだ。 
 これに比べ、１９９６年末までに、ラコステ社は、中国において３つの専売店（コーナー）しか有し

ていない。また、クロコダイル・インターナショナル社の製品価格とラコステ社の製品価格との差異は

比較的明らかであり、両者はそれぞれに異なる消費者群を有しており、且つ、両者商品の販売チャネル

はいずれも専売店又は専売コーナーであり、且つ、被告標示一、二は、いずれも、実際の使用において

他の関連標示と共同で使用商品に標示され、商品の出所を区別しやすい独特の使用状態を形成している。 
 これらの要素からは、被告表示が関連市場においてすでにそれが表示される商品との間に固定の関係

を形成しており、独立で商品の出所を示すことが十分に可能であり、ラコステ社の市場シェアを不当に

割り込むことにはならないことがわかる。 
 上記の要素を総合的に考慮すると、クロコダイル・インターナショナル社による被告標示の使用が悪

意でコピー模倣する意図がないという前提において、このような市場競争によって形成された客観的な

区別は、クロコダイル・インターナショナル社の中国境界内における商業的成功の結果であり、これは

法律的に認可および肯定されるべきものである。 
ｅ）類似商標か否かの結論 
ｅ－１）第一の認定 
 被告表示一、二とラコステ社の登録商標とを比較すると、類似しているところはあるが、関連する公

衆は客観的に両者の争われている商標を区別可能であり、その共存は関連の公衆にその商品の出所につ

いて混同を生じさせるものではないと、第一に認定すべきである。 
ｅ－２）第二の認定 
 第二に、商標の実際の価値は商品出所の区別にあるのであり、商標権者に特定の表示符号の簡易な独

占を許すことにあるのではない。実際に商品の出所を区別することができる状況下にあっては、被告標

示又はその主要な構成要素と、登録商標とがある程度の類似性を有しているとしても、それが商標権侵
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害の意味での類似商標であると認定するべきではない。そうでなければ、商標権の保護する商標法の立

法意図に反することになる。 
 クロコダイル・インターナショナル社の製品が既に自身の関連する消費者群を形成しており、関連す

る公衆は既に客観において両者の関連商品を区別可能であるという市場の現状に基づいて、当裁判所は、

被告標示一、二とラコステ社が保護請求する登録商標とは類似商標を構成しないと認定する。 
ｅ－３）第三の認定 
 第三に、商標権侵害の具体的な判断においては、市場の混同を引き起こすか否かを商標類似の重要な

考慮要素とするべきであり、主に関連する標示が市場の混同を引き起こさないという比較的大きな可能

性を有することを要求するが、あらゆる人があらゆる状況下において絶対に誤認しないという程度に達

することまでは要求されない。 
 複雑な歴史的経緯と現実状態を有するために一定の類似要素を有する関連商業表示が類似か否かを

判断する際にはなおさらこのように考えるべきである。従って、本件の被告標示一、二は、その呼称、

図形においてある種の類似要素を有しており、ある種の消費者が誤認を生じる可能性は排除できないと

しても、その標示そのものが上記要素により全体としての識別性を形成することは妨げられない。 
ｅ―４）類否の結論 
 以上より、被告標示一、二とラコステ社が保護請求する登録商標との構成上の比較、及び双方の発展

の歴史と共存状態並びに関連するその他の要素に基づいて、当裁判所は、被告表示一、二と、ラコステ

社が保護請求する登録商標とは、商標権侵害の意味での混同性類似を構成せず、ラコステ社の登録商標

に損害を与えるには足らないと認定する。 
 よって、原審裁判所の「クロコダイル・インターナショナル社の被疑侵害製品１～８に単独で「鰐図

形」を使用する行為は、ラコステ社の商標権を侵害しない」という認定結論には、不当なところはない。

上訴人は、上記の商標は同一商標を構成するという主張は、成り立たない。 
 もちろん、当裁判所は、争われている表示の構成要素上の差異や、特に、関連する使用の歴史及び共

存状態等の要素を総合的に考慮したうえで、争われている商標の類似性の問題に対し認定を行ったので

あり、被告標示一、二には、構成要素において、いずれにせよ、ラコステ社の関連の登録商標とある程

度の類似性を持っているものであるため、クロコダイル・インターナショナル社は、被告標示一、二を

使用する際には、ラコステ社の登録商標と明らかに区別できる関連の使用環境及び状態を維持するべき

であり、可能な限り同社の登録商標を避けるべきである。 
３）争点３（被告標示三、四（被上訴人らの「ＣＡＲＴＥＬＯ及び鰐図形」の商標）とラコステ社が保

護請求する登録商標（（商標登録第１４１１０３号「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、商標登録第８７９２

５８号「鰐図形」、商標登録第９４０２３１号「鰐図形及びＬＡＣＯＳＴＥ」、商標登録第１３１８５８

９号「鰐図形」）は類似するか否かについて 
 被告標示三、四は、一匹の鰐とＣＡＲＴＥＬＯ文字の組み合わせから成るものであるため、ラコステ

社が保護請求する登録商標と比較すると、両者は文字の構成、称呼、全体の概観においてその違いが明

らかであり、更に、本裁判所において既に結審した（２００９）行監字第１０７号、（２００９）行監

字第１２１号、及び（２００９）知行字第１０号商標行政紛争事件において、当裁判所は既に、ラコス

テ社が保護請求する登録商標が１９９４、１９９５年に未だ中国において著名ではなかったことを明ら

かにしており、また、異議申し立てされた商標とラコステ社が保護請求する登録商標とが類似商標を構

成しないと認定している。 
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 よって、当裁判所は、被告標示三、四と、ラコステ社が保護請求する登録商標とは顕著な差異を有す

るものであり、商標権侵害の意味での類似商標と認定することはできず、原審裁判所が「ＣＡＲＴＥＬ

Ｏ及び図形」及び「鰐図形」商標と、「鰐図形＋ＬＡＣＯＳＴＥ」商標との間には誤認混同は生じ得な

い。被疑侵害製品１～８の外包装及び製品タグに「ＣＡＴＴＥＬＯ及び図形」商標を使用することはラ

コステ社の商標権を侵害しない」と認定したことは不当ではなく、ラコステ社による両者は類似商標と

認定されるべき事に関する上訴理由も成立しない。 
 上訴を棄却し、原判決を維持する。 
 本判決は終審判決である。 
 
６．本判決に対するコメント 
１）本判決は、商標の類似に関する判断基準を明確に示したものである。 
 すなわち、先ず、「類似商標を構成するか否かは、通常、問題となる標示の文字の字形、読み方、意

味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性に基づいて判断し、更に、混同を引き起こすか否かを重

要な判断要素とする。」としている。 
 そして、「商標権侵害の意味における類似とは、混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こす

に足る類似を意味するべきであ」り、「様々な事件において争われる標示は状況の複雑性に関係するた

め、商標の類似判断は、通常その構成要素の類似の程度を考慮すべきである以外に、事件の具体的状況

に基づいて関連する要素を総合的に考慮し、それに基づいて争われる商標が混同性類似を構成するか否

かを認定してもよい。」 
 その結果「争われる商標が構成において類似性を有しているとしても、関連する要素を総合的に考量

して、市場における混同を引き起こすに足ると認定できない場合には、登録商標権侵害の意味における

類似商標とはみなさない。」としている。 
２）これに対し、本判決でも引用された日本の大阪地方裁判所の判決（大阪地裁昭和４４年（ワ）第２

３３３号）の概要は以下の通りである。 
ⅰ）裁判までの経緯 
 日本では、本判決でも言及があったように、本件の被上訴人である「利生民社（クロコダイル・イン

ターナショナル社）」が「ＣＲＯＣＯＤＩＬＥ及び鰐図形」で商標権を有し、この商標権に基づきラコ

ステ社の日本における代理店である「三共生興（株）」を商標権侵害で訴えたものである。なお、「三共

生興（株）」が使用していた商標は「ＬＡＣＯＳＴＥ及び鰐図形」であった。 
ⅱ）裁判所の判断 
 利生民社が本件商標に係る商標登録出願をしたときには、既に「鰐図形」を含む８つの登録商標が存

在していたが、本件商標が登録された。したがって、本件商標には「鰐図形」と「ＣＲＯＣＯＤＩＬＥ」

の文字部分が結合した構成全体として、特別顕著性が認められたと解される。 
 このため、本件商標の称呼、観念を強いて表現すれば「ＣＲＯＣＯＤＩＬＥ文字入り鰐」印となる。 
 これに対して、「三共生興（株）」の商標「ＬＡＣＯＳＴＥ及び鰐図形」には「ＣＲＯＣＯＤＩＬＥ」

の文字部分がない。したがって、「三共生興（株）」の商標は、利生民社の商標に類似せず、その使用は、

商標権を侵害するものではない。 
ⅲ）大阪地裁の判決と上述の最高人民法院の判決の比較 
 両者は判決の時期が大きく相違し（大阪地裁は「１９７１年２月２４日」で最高人民法院が「２０１
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０年１２月２９日」）、審級（地裁と最高人民法院）も相違するので、単純に両者を比較することは問題

があると思われるが、敢えて比較すると、両者とも「鰐図形」の外観が相互に近似していたとしても、

それだけで商標が類似とすると判断しなかった点で共通する。 
 しかし、大阪地裁の判決が、商標の「鰐図形」の部分だけで類似を判断することなく、文字を含めた

全体で類似を判断した点にとどまったのに対し、最高人民法院の判決は、文字部分を含めた商標全体の

みならず、商標の「鰐図形」の部分だけの類似も判断し、その際の基準を明確にした点が大きく相違し

ている。 
以上 

 


